
タ
ー
（
法
第
５
条
第

28項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い

う
。
）
の
利
用
者
、
介
護
保
険
法
第
８
条
第
７
項
に
規
定
す
る
通
所
介

護
若
し
く
は
同
条
第
８
項
に
規
定
す
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
利
用
者
、
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
精

神
科
シ
ョ
ー
ト
・
ケ
ア
、
精
神
科
デ
イ
・
ケ
ア
若
し
く
は
精
神
科
デ
イ

・
ナ
イ
ト
・
ケ
ア
の
算
定
対
象
と
な
る
利
用
者
又
は
就
労
し
て
い
る
利

用
者
（
第
15の

１
の
８
の
注
２
に
お
い
て
「
生
活
介
護
等
利
用
者
」
と

い
う
。
）
が
心
身
の
状
況
等
に
よ
り
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
就
労
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い

て
、
当
該
利
用
者
に
対
し
て
昼
間
の
時
間
帯
に
お
け
る
支
援
を
行
っ
た

と
き
に
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

タ
ー
（
法
第
５
条
第

27項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い

う
。
）
の
利
用
者
、
介
護
保
険
法
第
８
条
第
７
項
に
規
定
す
る
通
所
介

護
若
し
く
は
同
条
第
８
項
に
規
定
す
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
利
用
者
、
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
精

神
科
シ
ョ
ー
ト
・
ケ
ア
、
精
神
科
デ
イ
・
ケ
ア
若
し
く
は
精
神
科
デ
イ

・
ナ
イ
ト
・
ケ
ア
の
算
定
対
象
と
な
る
利
用
者
又
は
就
労
し
て
い
る
利

用
者
（
第

15の
１
の
８
の
注
２
に
お
い
て
「
生
活
介
護
等
利
用
者
」
と

い
う
。
）
が
心
身
の
状
況
等
に
よ
り
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
就
労
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い

て
、
当
該
利
用
者
に
対
し
て
昼
間
の
時
間
帯
に
お
け
る
支
援
を
行
っ
た

と
き
に
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

５
の
３
～
15 

（
略
）
 

５
の
３
～
15 

（
略
）
 

第
11の

２
 
就
労
選
択
支
援
 

（
新
設
）
 

１
 
就
労
選
択
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
（
１
日
に
つ
き
）
 
 
 
 
 1,210単

位
 

 

注
１
 
指
定
就
労
移
行
支
援
等
（
第

12の
１
の
注
１
に
規
定
す
る
指
定
就

労
移
行
支
援
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
１
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
指

定
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
等
（
第

1
3の

１
の
注
１
に
規
定
す
る
指
定
就

労
継
続
支
援
Ａ
型
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
１
に
お
い
て
同
じ
。
）

若
し
く
は
指
定
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
等
（
第

14の
１
の
注
１
に
規
定

す
る
指
定
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
等
又
は
第

1
4
の
１
の
ト
に
規
定
す
る

基
準
該
当
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
１
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
利
用
す
る
意
向
を
有
す
る
者
又
は
現
に
指
定
就
労
移
行

支
援
等
、
指
定
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
等
若
し
く
は
指
定
就
労
継
続
支

援
Ｂ
型
等
を
利
用
し
て
い
る
者
に
対
し
て
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
基
準
第

173
条
の
２
に
規
定
す
る
指
定
就
労
選
択
支
援
（
以
下
「

指
定
就
労
選
択
支
援
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
日
に
つ

き
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

２
 
就
労
選
択
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
利
用
者
の
数

又
は
従
業
者
の
員
数
が
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
割
合
を
所
定
単
位

数
に
乗
じ
て
得
た
数
を
算
定
す
る
。
 

 



３
 
法
第

76条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ

ス
等
情
報
に
係
る
報
告
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
所
定
単
位
数
の

1
00分

の
５
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

４
 
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

173
条
の
９
に
お
い
て
準
用
す

る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

3
3条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

５
 
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

173
条
の
９
に
お
い
て
準
用
す

る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

3
5条

の
２
第
２
項
又
は
第
３
項

に
規

定
す

る
基

準
に
適

合
し
て

い
な
い

場
合

は
、
所

定
単
位

数
の

1
00分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

６
 
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

173
条
の
９
に
お
い
て
準
用
す

る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

4
0条

の
２
に
規
定
す
る
基
準
に

適
合
し
て
い
な
い
場
合
は
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に
相
当
す

る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

７
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、

特
定
事
業
所
集
中
減
算
と
し
て
、

200
単
位
を
所
定
単
位
数
か
ら
減

算
す
る
。
 

８
 
利
用
者
が
就
労
選
択
支
援
以
外
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て

い
る
間
は
、
就
労
選
択
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
は
、
算
定
し
な
い
。
 

２
 
視
覚
・
聴
覚
言
語
障
害
者
支
援
体
制
加
算
 

イ
 
視
覚
・
聴
覚
言
語
障
害
者
支
援
体
制
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
51単

位
 

ロ
 
視
覚
・
聴
覚
言
語
障
害
者
支
援
体
制
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
41単

位
 

 

注
１
 
イ
に
つ
い
て
は
、
視
覚
障
害
者
等
で
あ
る
指
定
就
労
選
択
支
援

の
利
用
者
の
数
（
重
度
の
視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
言
語
機
能
障

害
又
は
知
的
障
害
の
う
ち
２
以
上
の
障
害
を
有
す
る
利
用
者
に
つ

い
て
は
、
当
該
利
用
者
の
数
に
２
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。
注

２
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
指
定
就
労
選
択
支
援
の
利
用
者
の

数
に

100
分
の

5
0
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
で
あ
っ
て
、
視
覚
障
害

者
等
と
の
意
思
疎
通
に
関
し
専
門
性
を
有
す
る
者
と
し
て
専
ら
視

覚
障
害
者
等
の
生
活
支
援
に
従
事
す
る
従
業
者
を
、
指
定
障
害
福

 



祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

173
条
の
３
に
規
定
す
る
人
員
配
置
に
加
え

、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
指
定
就
労
選
択
支
援
の
利
用
者
の
数

を
4
0で

除
し
て
得
た
数
以
上
配
置
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府

県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
（
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

173
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
就
労

選
択
支
援
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
指
定
就

労
選
択
支
援
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加

算
す
る
。
 

２
 
ロ
に
つ
い
て
は
、
視
覚
障
害
者
等
で
あ
る
指
定
就
労
選
択
支
援

の
利

用
者

の
数
が

当
該

指
定
就

労
選

択
支

援
の

利
用

者
の
数

に

100
分
の

3
0
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
で
あ
っ
て
、
視
覚
障
害
者
等

と
の
意
思
疎
通
に
関
し
専
門
性
を
有
す
る
者
と
し
て
専
ら
視
覚
障

害
者
等
の
生
活
支
援
に
従
事
す
る
従
業
者
を
、
指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
基
準
第

17
3
条
の
３
に
規
定
す
る
人
員
配
置
に
加
え
、
常

勤
換
算
方
法
で
、
当
該
指
定
就
労
選
択
支
援
の
利
用
者
の
数
を

50

で
除
し
て
得
た
数
以
上
配
置
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知

事
に
届
け
出
た
指
定
就
労
選
択
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
指
定
就

労
選
択
支
援
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加

算
す
る
。
 

３
 
高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
体
制
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41単

位
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
利

用
者
の
数
が
当
該
指
定
就
労
選
択
支
援
の
利
用
者
の
数
に

100
分
の

30

を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
で
あ
っ
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施

設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指

定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
就
労
選
択
支
援
を
行
っ
た

場
合
に
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

 

４
 
利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 150単

位
 

注
 
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

173
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る

指
定
就

労
選
択

支
援
事

業
者
が

、
指

定
障
害

福
祉
サ

ー
ビ
ス

基
準

第

1
73
条
の
９
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
基
準
第

170
条
の
２
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担

 



額
合
計
額
の
管
理
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加

算
す
る
。
 

５
 
食
事
提
供
体
制
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30単
位
 

注
 
低
所
得
者
等
で
あ
る
利
用
者
（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
入
所
す

る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
従
事
す

る
調
理
員
に
よ
る
食
事
の
提
供
で
あ
る
こ
と
又
は
調
理
業
務
を
第
三
者

に
委
託
し
て
い
る
こ
と
等
当
該
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
の
責
任
に

お
い
て
食
事
提
供
の
た
め
の
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府

県
知
事
に
届
け
出
た
当
該
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
次

の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
食
事
の
提
供
を
行
っ
た
場

合
に
、
令
和
９
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を

加
算
す
る
。
 

⑴
 
当
該
事
業
所
の
従
業
者
と
し
て
、
又
は
外
部
と
の
連
携
に
よ
り
、

管
理
栄
養
士
又
は
栄
養
士
が
食
事
の
提
供
に
係
る
献
立
を
確
認
し
て

い
る
こ
と
。
 

⑵
 
食
事
の
提
供
を
行
っ
た
場
合
に
利
用
者
ご
と
の
摂
食
量
を
記
録
し

て
い
る
こ
と
。
 

⑶
 
利
用
者
ご
と
の
体
重
又
は
Ｂ
Ｍ
Ｉ
を
お
お
む
ね
６
月
に
１
回
記
録

し
て
い
る
こ
と
。
 

 

６
 
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
 

イ
 
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15単

位
 

ロ
 
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10単

位
 

ハ
 
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算

(Ⅲ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６
単
位
 

注
１

 
イ
に
つ
い
て
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

17
3
条
の

３
の
規
定
に
よ
り
置
く
べ
き
就
労
選
択
支
援
員
と
し
て
常
勤
で
配

置
さ
れ
て
い
る
従
業
者
の
う
ち
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、

精
神
保
健
福
祉
士
、
作
業
療
法
士
又
は
公
認
心
理
師
で
あ
る
従
業

者
の
割
合
が

10
0
分
の

35
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知

事
に
届
け
出
た
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
就

労
選
択
支
援
等
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を

加
算
す
る
。
 

 



２
 
ロ
に
つ
い
て
は
、
就
労
選
択
支
援
員
と
し
て
常
勤
で
配
置
さ
れ

て
い
る
従
業
者
の
う
ち
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、
精
神
保

健
福
祉
士
、
作
業
療
法
士
又
は
公
認
心
理
師
で
あ
る
従
業
者
の
割

合
が

100
分
の

2
5
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届

け
出
た
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
就
労
選
択

支
援
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。
た
だ
し
、
イ
の
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算

(Ⅰ)を
算
定
し
て
い

る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

３
 
ハ
に
つ
い
て
は
、
次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業

所
に
お
い
て
、
指
定
就
労
選
択
支
援
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
日
に

つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
イ
の
福
祉
専
門
職
員

配
置
等
加
算

(Ⅰ
)又

は
ロ
の
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算

(Ⅱ
)を

算
定

し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
就
労
選
択
支
援
員
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
従
業
者
の
う
ち

、
常
勤
で
配
置
さ
れ
て
い
る
従
業
者
の
割
合
が

100
分
の

75
以

上
で
あ
る
こ
と
。
 

⑵
 
就
労
選
択
支
援
員
と
し
て
常
勤
で
配
置
さ
れ
て
い
る
従
業
者

の
う
ち
、
３
年
以
上
従
事
し
て
い
る
従
業
者
の
割
合
が

100
分

の
30以

上
で
あ
る
こ
と
。
 

７
 
欠
席
時
対
応
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
94単

位
 

注
 
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
お
い
て
指
定
就
労
選
択
支
援
を
利
用

す
る
利
用
者
（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
入
所
す
る
者
を
除
く
。
）

が
、
当
該
指
定
就
労
選
択
支
援
の
利
用
を
予
定
し
て
い
た
日
に
、
急
病

等
に
よ
り
そ
の
利
用
を
中
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
基
準
第

173
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業

所
に
置
く
べ
き
就
労
選
択
支
援
員
が
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
と
の

連
絡
調
整
そ
の
他
の
相
談
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
利
用
者
の
状

況
、
相
談
援
助
の
内
容
等
を
記
録
し
た
と
き
に
、
１
月
に
つ
き
４
回
を

限
度
と
し
て
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

 

８
 
医
療
連
携
体
制
加
算
 

 



イ
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅰ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32単

位
 

ロ
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅱ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63単

位
 

ハ
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅲ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 125単

位
 

ニ
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅳ) 

⑴
 
看
護
を
受
け
た
利
用
者
が
１
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 800単

位
 

⑵
 
看
護
を
受
け
た
利
用
者
が
２
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 500単

位
 

⑶
 
看
護
を
受
け
た
利
用
者
が
３
人
以
上
８
人
以
下
 
 
 
 400単

位
 

ホ
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅴ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 500単

位
 

ヘ
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅵ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100単

位
 

注
１
 
イ
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員

を
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が

利
用
者
に
対
し
て
１
時
間
未
満
の
看
護
を
行
っ
た
場
合
に
、
当
該

看
護
を
受
け
た
利
用
者
に
対
し
、
１
回
の
訪
問
に
つ
き
８
人
の
利

用
者
を
限
度
と
し
て
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

２
 
ロ
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員

を
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が

利
用
者
に
対
し
て
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
看
護
を
行
っ
た
場

合
に
、
当
該
看
護
を
受
け
た
利
用
者
に
対
し
、
１
回
の
訪
問
に
つ

き
８
人
の
利
用
者
を
限
度
と
し
て
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を

加
算
す
る
。
 

３
 
ハ
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員

を
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が

利
用
者
に
対
し
て
２
時
間
以
上
の
看
護
を
行
っ
た
場
合
に
、
当
該

看
護
を
受
け
た
利
用
者
に
対
し
、
１
回
の
訪
問
に
つ
き
８
人
の
利

用
者
を
限
度
と
し
て
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

４
 
ニ
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員

を
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
し
て
看
護
を
行
っ
た
場
合

に
、
当
該
看
護
を
受
け
た
利
用
者
に
対
し
、
１
回
の
訪
問
に
つ
き

８
人
の
利
用
者
を
限
度
と
し
て
、
当
該
看
護
を
受
け
た
利
用
者
の

数
に
応
じ
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、



イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
を
算
定
し
て
い
る
利
用
者
に
つ
い
て

は
、
算
定
し
な
い
。
 

５
 
ホ
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員

を
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が

認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
に
喀
痰

か
く
た

ん吸
引
等
に
係
る
指
導
を
行
っ

た
場
合
に
、
当
該
看
護
職
員
１
人
に
対
し
、
１
日
に
つ
き
所
定
単

位
数
を
加
算
す
る
。
 

６
 
ヘ
に
つ
い
て
は
、
喀
痰

か
く
た

ん吸
引
等
が
必
要
な
者
に
対
し
て
、
認
定

特
定
行
為
業
務
従
事
者
が
、
喀
痰

か
く
た

ん吸
引
等
を
行
っ
た
場
合
に
、
１

日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で

の
い
ず
れ
か
を
算
定
し
て
い
る
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
算
定
し
な

い
。
 

９
 
送
迎
加
算
 

イ
 
送
迎
加
算

(Ⅰ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21単

位
 

ロ
 
送
迎
加
算

(Ⅱ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10単

位
 

注
１
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と

し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
（

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
指
定
就
労
選

択
支
援
事
業
所
（
地
方
自
治
法
第

2
44
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に

基
づ
く
公
の
施
設
の
管
理
の
委
託
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く

。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
９
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
利

用
者
（
当
該
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
と
同
一
敷
地
内
に
あ
り

、
又
は
隣
接
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
利
用
す
る
施
設
入
所

者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
の
居
宅
等
と
指
定
就
労
選
択
支
援

事
業
所
と
の
間
の
送
迎
を
行
っ
た
場
合
に
、
片
道
に
つ
き
所
定
単

位
数
を
加
算
す
る
。
 

２
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は

、
所
定
単
位
数
の

10
0
分
の

70
に
相
当
す
る
単
位
数
を
算
定
す
る

。
 

 

1
0 

在
宅
時
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 300単

位
 

注
 
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
が
、
居
宅
に
お
い
て
支
援
を
受
け
る
こ

 



と
を
希
望
す
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
当
該
支
援
を
行
う
こ
と
が
効
果
的

で
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
も
の
に
対
し
て
、
当
該
利
用
者
の
居
宅

に
お
い
て
支
援
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算

す
る
。
 

1
1 

福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
福
祉
・
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に

届
け
出
た
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
（
国
、
の
ぞ
み
の
園
又
は
独
立

行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
が
行
う
場
合
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対

し
、
指
定
就
労
選
択
支
援
を
行
っ
た
場
合
に
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

イ
 
福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

１
か
ら
10ま

で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
10
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

ロ
 
福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

１
か
ら
10ま

で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
10
1に

相
当
す
る
単
位
数
 

ハ
 
福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

１
か
ら
10ま

で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
86に

相
当
す
る
単
位
数
 

ニ
 
福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

１
か
ら
10ま

で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
69に

相
当
す
る
単
位
数
 

 

第
12～

第
14の

２
 
（
略
）
 

第
12～

第
14の

２
 
（
略
）
 

第
14の

３
 
自
立
生
活
援
助
 

第
14の

３
 
自
立
生
活
援
助
 

１
 
自
立
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
～
ハ
 
（
略
）
 

１
 
自
立
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
～
ハ
 
（
略
）
 

注
１
 
イ
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
６
条
の

11の
２
に
お
い
て
定
め
る
法

第
５
条
第

2
1項

に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
、
指
定
宿

泊
型
自
立
訓
練
を
行
う
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事
業
所
、
第

15

の
１
の
３
の
２
の
注
１
に
規
定
す
る
指
定
共
同
生
活
援
助
等
を
行

う
住
居
若
し
く
は
法
第
５
条
第
29
項
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
に

入
所
等
を
し
て
い
た
障
害
者
で
あ
っ
て
、
退
所
等
を
し
て
か
ら
１

注
１
 
イ
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
６
条
の

11の
２
に
お
い
て
定
め
る
法

第
５
条
第

20項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
、
指
定
宿

泊
型
自
立
訓
練
を
行
う
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事
業
所
、
第

15

の
１
の
３
の
２
の
注
１
に
規
定
す
る
指
定
共
同
生
活
援
助
等
を
行

う
住
居
若
し
く
は
法
第
５
条
第

28項
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
に

入
所
等
を
し
て
い
た
障
害
者
で
あ
っ
て
、
退
所
等
を
し
て
か
ら
１


